
議案第１０１号 

 

   埼玉西部消防組合の設立について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第２項の規定により、平成

２５年４月１日から所沢市、飯能市、狭山市、入間市及び日高市の消防事務を共

同処理するため、別紙のとおり規約を定め、埼玉西部消防組合を設立することに

ついて、議決を求める。 

 

  平成２３年１１月２９日提出 

                 所沢市長 藤 本 正 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 平成１８年６月１４日に公布・施行された「消防組織法の一部を改正する法

律」による改正後の消防組織法第３１条の規定に基づき、消防の事務を処理する

一部事務組合を設立することについて協議したいので、地方自治法第２９０条の

規定により、本案を提案するものである。 



別紙 

埼玉西部消防組合規約 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この組合は、埼玉西部消防組合（以下「組合」という。）という。 

（組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、所沢市、飯能市、狭山市、入間市及び日高市（以下「組合市」

という。）をもって組織する。 

（共同処理する事務） 

第３条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 

⑴ 常備消防（消防職員が常時勤務する体制にある消防機関をいう。）に関す

る事務 

⑵ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例（平成１１年埼玉県条例

第６１号）により、組合市が処理することとされた事務のうち、次に掲げる

もの 

ア 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）及び火薬類取締法施行規則

（昭和２５年通商産業省令第８８号）に基づく事務 

イ 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）に基づく事務 

ウ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年

法律第１４９号）に基づく事務 

（事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、埼玉県所沢市けやき台一丁目１３番地の１１に置く。 

第２章 議会 

（議会の組織） 



第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は１６人とし、

その選出区分は、次のとおりとする。 

所沢市 ６人 

飯能市 ２人 

狭山市 ３人 

入間市 ３人 

日高市 ２人 

（議員の選挙の方法） 

第６条 組合議員は、組合市の議会において、その議会の議員のうちから選挙す

る。 

２ 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属する組合市の議会におい

て、速やかに補欠選挙を行わなければならない。 

（議員の任期及び失職） 

第７条 組合議員の任期は、組合市の議会の議員の任期による。 

２ 組合議員が組合市の議会の議員の職でなくなったときは、同時にその職を失

う。 

（議長及び副議長） 

第８条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長１人を選挙しなけれ

ばならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。 

第３章 執行機関 

（管理者及び副管理者の設置及び選出方法） 

第９条 組合に、管理者及び副管理者を置く。 

２ 管理者は、組合市の長の互選により選出する。 

３ 副管理者は、管理者以外の組合市の長をもってこれに充てる。 



（管理者及び副管理者の任期） 

第１０条 管理者及び副管理者の任期は、組合市のそれぞれの職にある期間とす

る。 

（管理者及び副管理者の職務） 

第１１条 管理者は、組合を統括し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、

及び執行する。 

２ 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けた

ときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、その職務を代理する。 

（職員） 

第１２条 組合に、会計管理者その他の職員を置く。 

２ 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。 

（監査委員） 

第１３条 組合に、監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団

体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者

（次項において「識見を有する者」という。）及び組合議員のうちから、それ

ぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年

とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。 

第４章 経費 

（経費の支弁方法） 

第１４条 組合の経費は、組合市の負担金その他の収入をもって充てる。 

２ 前項の負担金の負担割合は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由によ

り必要がある場合は、組合市の長の協議により定める。 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 組合設立当初の議員は、第６条の規定にかかわらず、組合市の議会の議長が

指名する者をもって充てる。 

 

別表（第１４条関係） 

経費の区分 経費の内容 負担割合 

共通経費 経常的経費 平成２５年度は、平成２３年度常

備消防費（投資的経費を除く。）

における実質負担額の比率割合と

する。 

平成２６年度から平成３０年度ま

での間は、当該会計年度の前年度

普通地方交付税に係る消防事務に

要する基準財政需要額の割合から

平成２３年度常備消防費（投資的

経費を除く。）と実質負担額の割

合の差を経過措置年数で除して得

た数値を増減した割合を負担割合

とする。 

平成３１年度以後は、当該会計年

度の前年度普通地方交付税に係る

消防事務に要する基準財政需要額

の割合とする。 

投資的経費 当該会計年度の前年度普通地方交

付税に係る消防事務に要する基準

財政需要額の割合とする。  

単独経費 消火栓設置工事負担金 

・維持管理負担金 

当該経費に関係する市が、その経

費の全額を負担する。 

 


